
職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成22年６月29日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第38号

職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例（平成22年鳥取県条例第６号）の一部を次のように改

正する。

第１条中改正文の第２段落を次のように改める。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除項等を除く。以下この条において「改正部

分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加項等を除く。以下この

条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分

に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。

第１条中職員の育児休業等に関する条例（平成４年鳥取県条例第６号）第３条及び第11条の改正規定を次のよ

うに改める。

改 正 後 改 正 前

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特 （再度の育児休業をすることができる特別の事情）

別の事情等）

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定 第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定

める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(１) 育児休業をしている職員が、職員の勤務時 (１) 育児休業をしている職員が、職員の勤務時

間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例第 間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例第

35号。以下「勤務時間条例」という。）第16条第 35号。以下「勤務時間条例」という。）第16条第

１項又は県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関 １項又は県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関

する条例（平成６年鳥取県条例第36号。以下「県 する条例（平成６年鳥取県条例第36号。以下「県

費負担教職員勤務時間条例」という。）第14条第 費負担教職員勤務時間条例」という。）第14条第

１項に規定する特別休暇（以下単に「特別休暇」 １項に規定する特別休暇（以下単に「特別休暇」

という。）のうち人事委員会規則で定めるものを という。）のうち人事委員会規則で定めるものを

得、若しくは出産したことにより当該育児休業の 得、若しくは出産したことにより当該育児休業の

承認が効力を失い、又は第５条に規定する事由に 承認が効力を失い、又は第５条第２号に掲げる事

該当したことにより当該承認が取り消された後、 由に該当したことにより当該承認が取り消された

当該特別休暇若しくは出産に係る子若しくは同条 後、当該特別休暇若しくは出産に係る子若しくは

に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組 同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子

等により職員と別居することとなったこと。 縁組等により職員と別居することとなったこと。

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

(４) 育児休業（この号の規定に該当したことによ (４) 育児休業（この号の規定に該当したことによ

り当該育児休業に係る子について既にしたものを り当該育児休業に係る子について既にしたものを

除く。）の終了後、３月以上の期間を経過したこ 除く。）の終了後、当該育児休業をした職員の配

と（当該育児休業をした職員が、当該育児休業の 偶者（当該子の親であるものに限る。）が３月以

承認の請求の際育児休業により当該子を養育する 上の期間にわたり当該子を育児休業その他の人事

ための計画について育児休業等計画書により任命 委員会規則で定める方法により養育したこと（当

権者に申し出た場合に限る。）。 該職員が、当該育児休業の請求の際両親が当該方



法により当該子を養育するための計画について育

児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に

限る。）。

(５) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、 (５) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、

配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時 配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時

に予測することができなかった事実が生じたこと に予測することができなかった事実が生じたこと

により当該育児休業に係る子について育児休業を により当該育児休業に係る子について再度の育児

しなければその養育に著しい支障が生じることと 休業をしなければその養育に著しい支障が生じる

なったこと。 こととなったこと。

２ 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める

期間は、当該育児休業に係る子の出生の日から起算

して８週間を経過する日の翌日までとする。

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年

を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができ を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができ

る特別の事情） る特別の事情）

第11条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定 第11条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定

める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(１) 育児短時間勤務をしている職員（以下「育児 (１) 育児短時間勤務をしている職員（以下「育児

短時間勤務職員」という。）が、特別休暇のうち 短時間勤務職員」という。）が、特別休暇のうち

人事委員会規則で定めるものを得、若しくは出産 人事委員会規則で定めるものを得、若しくは出産

したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力 したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力

を失い、又は第14条第１号に掲げる事由に該当し を失い、又は第14条第２号に掲げる事由に該当し

たことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消 たことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消

された後、当該特別休暇若しくは出産に係る子若 された後、当該特別休暇若しくは出産に係る子若

しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又 しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又

は養子縁組等により職員と別居することとなった は養子縁組等により職員と別居することとなった

こと。 こと。

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

(４) 育児短時間勤務の承認が、第14条第２号に掲 (４) 育児短時間勤務の承認が、第14条第３号に掲

げる事由に該当したことにより取り消されたこ げる事由に該当したことにより取り消されたこ

と。 と。

(５) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したこ (５) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したこ

とにより当該育児短時間勤務に係る子について既 とにより当該育児短時間勤務に係る子について既

にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間 にしたものを除く。）の終了後、当該育児短時間

を経過したこと（当該育児短時間勤務をした職員 勤務をした職員の配偶者（当該子の親であるもの

が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短 に限る。）が３月以上の期間にわたり当該子を育

時間勤務により当該子を養育するための計画につ 児休業その他の人事委員会規則で定める方法によ

いて育児休業等計画書により任命権者に申し出た り養育したこと（当該職員が、当該育児短時間勤

場合に限る。）。 務の請求の際両親が当該方法により当該子を養育

するための計画について育児休業等計画書により

任命権者に申し出た場合に限る。）。

(６) 略 (６) 略

附 則



この条例は、公布の日から施行する。




